
- 1 -

○

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（

3
1

）

（

3
1

）

第
号
様
式

第
号
様
式

1
1

1
1

第
条
関
係

第
条
関
係

セ
ン
チ
メ

ト
ル
以
上

セ
ン
チ
メ

ト
ル
以
上

35
35

ー

ー

旅
行

業
登

録
票

旅
行

業
登

録
票

（

）

（

）

業
務
範
囲
：
海
外
旅
行
・
国
内
旅
行

業
務
範
囲
：
海
外
旅
行
・
国
内
旅
行

L
ic
e
n
s
e
d
b
y
t
h
e
J
a
p
a
n
To
u
r
i
s
m
Ag
e
n
c
y
i
n
accordance

Licensed
with

the
Ministry

of
Land,

Infrastructure
and

w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
T
r
a
v
e
l
A
g
e
n
c
y
L
a
w

Transport
of
Japan

in
accordance

with
the

provisions

(Scope
of
Activities

:
Overseas

Travel,
Domestic

Travel)
o
f
t
h
e
T
r
a
v
e
l
A
g
e
n
c
y
L
a
w

登
録
番
号

登
録
旅
行
業

第
号

登
録
番
号

登
録
旅
行
業

第
号

N
u
mb
e
r

登
録
年
月
日

年
月

日
登
録
年
月
日

年
月

日
D
at
e
o
f
L
i
c
en
se

有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

Te
r
m
o
f
V
al
i
d
it
y

f
ro
m

t
o

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

N
a
me

３５センチメートル以上

３５センチメートル以上
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営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
名
称

N
am
e
of
Br
a
nc
h

旅
行
業
務
取
扱

旅
行
業
務
取
扱

管
理
者
の
氏
名

管
理
者
の
氏
名

Name
of
Certified

Travel
Services

Manager

受
託
取
扱

受
託
取
扱

企
画
旅
行

企
画
旅
行

T
r
us
t
ee
Co
n
t
ra
ct

（

3
1

）

第
号
様
式

1
2

第
条
関
係

セ
ン
チ
メ

ト
ル
以
上

セ
ン
チ
メ

ト
ル
以
上

35
35

ー

ー

旅
行

業
登

録
票

旅
行

業
登

録
票

（

）

（

）

業
務
範
囲
：
国
内
旅
行

業
務
範
囲
：
国
内
旅
行

L
ic
e
n
s
e
d
b
y
t
h
e
J
a
p
a
n
To
u
r
i
s
m
Ag
e
n
c
y
i
n
accordance

Licensed
with

the
Ministry

of
Land,

Infrastructure
and

w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
T
r
a
v
e
l
A
g
e
n
c
y
L
a
w

Transport
of
Japan

in
accordance

with
the

provisions
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(
S
c
o
p
e
o
f
A
c
t
i
v
i
t
i
e
s
:
D
o
m
e
s
t
i
c
T
r
a
v
e
l)

o
f
t
h
e
T
r
a
v
e
l
A
g
e
n
c
y
L
a
w

登
録
番
号

登
録
旅
行
業

第
号

登
録
番
号

登
録
旅
行
業

第
号

N
um
be
r

登
録
年
月
日

年
月

日
登
録
年
月
日

年
月

日
D
at
e
of
Li
c
e
ns
e

有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

T
er
m
o
f
V
a
l
id
i
ty

f
ro
m

to

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

Na
m
e

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
名
称

Na
me
o
f
B
r
an
ch

旅
行
業
務
取
扱

旅
行
業
務
取
扱

管
理
者
の
氏
名

管
理
者
の
氏
名

Name
of
Certified

Travel
Services

Manager

受
託
取
扱

受
託
取
扱

企
画
旅
行

企
画
旅
行

Tr
u
st
e
e
C
on
t
r
ac
t

（

3
1

）

第
号
様
式

1
3

第
条
関
係

セ
ン
チ
メ
ト
ル
以
上

セ
ン
チ
メ
ト
ル
以
上

3
5

3
5

ー

ー

３５センチメートル以上

３５センチメートル以上
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旅
行
業
者
代
理
業
登
録
票

旅
行
業
者
代
理
業
登
録
票

（

）

（

）

業
務
範
囲
：
海
外
旅
行
・
国
内
旅
行

業
務
範
囲
：
海
外
旅
行
・
国
内
旅
行

Li
c
e
n
s
e
d
b
y
t
h
e
J
a
p
a
n
T
o
u
r
i
s
m
A
g
e
n
c
y
in
accordance

Licensed
with

the
Ministry

of
Land,

Infrastructure
and

w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
T
r
a
v
e
l
A
g
e
n
c
y
L
a
w

Transport
of
Japan

in
accordance

with
the

provisions

(Scope
of
Activities

:
Overseas

Travel,
Domestic

Travel)
o
f
t
h
e
T
r
a
v
e
l
A
g
e
n
c
y
L
a
w

登
録
番
号

第
号

登
録
番
号

第
号

知
事
登
録
旅
行
業
者
代
理
業

知
事
登
録
旅
行
業
者
代
理
業

N
u
mb
e
r

登
録
年
月
日

年
月

日
登
録
年
月
日

年
月

日
Da
t
e
o
f
L
ic
en
se

所
属
旅
行
業
者

登
録
旅
行
業

第
号

所
属
旅
行
業
者

登
録
旅
行
業

第
号

登
録
番
号
及
び

登
録
番
号
及
び

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

Number
and
Name

of

Principal
Travel

Agent

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

N
am
e

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
名
称

N
am
e
o
f
B
r
a
nc
h

旅
行
業
務
取
扱

旅
行
業
務
取
扱

管
理
者
の
氏
名

管
理
者
の
氏
名

３５センチメートル以上

３５センチメートル以上
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Name
of
Certified

Travel
Services

Manager

受
託
取
扱

受
託
取
扱

企
画
旅
行

企
画
旅
行

T
ru
st
e
e
C
o
n
tr
ac
t

（

3
1

）

第
号
様
式

1
4

第
条
関
係

セ
ン
チ
メ

ト
ル
以
上

セ
ン
チ
メ
ト
ル
以
上

35
3
5

ー

ー

旅
行
業
者
代
理
業
登
録
票

旅
行
業
者
代
理
業
登
録
票

（

）

（

）

業
務
範
囲
：
国
内
旅
行

業
務
範
囲
：
国
内
旅
行

L
i
c
e
n
s
e
d
b
y
th
e
J
a
p
an
T
o
u
r
i
sm
A
g
e
n
c
y
i
n
accordance

Licensed
with

the
Ministry

of
Land,

Infrastructure
and

w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
T
r
a
v
e
l
A
g
e
n
c
y
L
a
w

Transport
of
Japan

in
accordance

with
the

provisions

(
S
co
p
e
o
f
Ac
t
iv
i
t
ie
s
:
D
o
m
e
s
t
i
c
T
r
a
v
e
l
)

o
f
t
h
e
T
r
a
v
e
l
A
g
e
n
c
y
L
a
w

登
録
番
号

第
号

登
録
番
号

第
号

知
事
登
録
旅
行
業
者
代
理
業

知
事
登
録
旅
行
業
者
代
理
業

N
um
b
er
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登
録
年
月
日

年
月

日
登
録
年
月
日

年
月

日
D
at
e
of
Li
c
en
s
e

所
属
旅
行
業
者

登
録
旅
行
業

第
号

所
属
旅
行
業
者

登
録
旅
行
業

第
号

登
録
番
号
及
び

登
録
番
号
及
び

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

Number
and
Name

of

Principal
Travel

Agent

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

N
a
me

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
名
称

N
am
e
of
Br
a
n
ch

旅
行
業
務
取
扱

旅
行
業
務
取
扱

管
理
者
の
氏
名

管
理
者
の
氏
名

Name
of
Certified

Travel
Services

Manager

受
託
取
扱

受
託
取
扱

企
画
旅
行

企
画
旅
行

T
r
us
t
e
e
Co
n
t
ra
c
t

３５センチメートル以上

３５センチメートル以上
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○

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
標
識
の
様
式
）

（
標
識
の
様
式
）

第
七
条

法
第
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様

第
七
条

法
第
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
と
す

式
と
す
る
。

る
。

（
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
の
証
明
書
の
様
式
）

第
九
条
の
二

法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
務
取
扱
管

（
新
規
）

理
者
を
旅
行
業
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
と
み

な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
業
法
施
行
規
則
第
二
十

七
条
の
四
中
「
第
九
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
、
「
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客

の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
第
二
号
様
式
」
と
す
る
。

（

7

）

（

7

）

別
記
第
一
号
様
式

別
記
様
式

第
条
関
係

第
条
関
係

セ
ン
チ
メ

ト
ル
以
上

セ
ン
チ
メ

ト
ル
以
上

35
35

ー

ー

観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業
認
定
票

観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業
認
定
票
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L
i
c
e
n
s
e
d
b
y
th
e
J
a
p
an
T
o
u
r
i
sm
A
g
e
n
c
y
i
n
accordance

with
the

provisions
of
the
Tourism

Region
Development

Act

(
S
c
o
p
e
o
f
A
c
t
i
v
i
t
i
e
s
:
D
e
s
i
g
n
a
t
e
d
T
o
u
r
i
s
m
R
e
g
i
o
n
)

認
定
番
号

第
号

認
定
番
号

第
号

観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業

観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業

N
u
mb
e
r

認
定
年
月
日

年
月

日
認
定
年
月
日

年
月

日
Da
t
e
o
f
L
ic
en
se

有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

Te
rm
o
f
V
al
i
d
it
y

f
r
o
m

t
o

所
属
旅
行
業
者

登
録
旅
行
業

第
号

所
属
旅
行
業
者

登
録
旅
行
業

第
号

登
録
番
号
及
び

登
録
番
号
及
び

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

Number
and
Name

of

Principal
Travel

Agent

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

N
am
e

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
名
称

Na
m
e
o
f
B
r
an
c
h

観
光
圏
内
限
定

旅
行
業
務
取
扱

旅
行
業
務
取
扱

管
理
者
の
氏
名

管
理
者
の
氏
名

Name
of
Certified

Travel
Services

Manager

for
Designated

Tourism
Region

３５センチメートル以上

３５センチメートル以上
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受
託
取
扱

受
託
取
扱

企
画
旅
行

企
画
旅
行

T
ru
s
t
ee
Co
n
tr
a
ct

（

）

別
記
第
二
号
様
式

第
９
条
の
２
関
係

↑

↓

2
.
5

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
証

写
真

氏
名

（

）

（

）

年
月

日
生

所
属
営
業
所

年
月
撮
影

上
記
の
営
業
所
に
所
属
す
る
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
務
取
扱

（

）

。

管
理
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

発
行
日

年
月

日

（

）

観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

印
代

表
者

氏
名

← 3センチメートル →


